
漁獲割当管理原簿（漁業法第20条関係）

くろまぐろ（大型魚）

管理番号 管理区分 管理年度
漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定
者の氏名又は名称

許可番号 漁船登録番号 船舶の名称
設定時又は直近
の漁獲割当割合

設定時又は直
近の年次漁獲
割当量

漁獲割当割合の移
転、承継、取消し又は
削減の状況

年次漁獲割当量の移
転、承継、取消し又は
控除の状況

001
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 気仙沼かなえ漁業株式会社 T 1028 MG1-2122 はやま丸 0.1963% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.214トン - 別表２

002
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 気仙沼かなえ漁業株式会社 T 1044 MG1-2035 しんめい丸 0.1863% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.148トン - -

003
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 気仙沼かなえ漁業株式会社 T 1059 - 未定丸 0.2834% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.268トン - -

004
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社近藤漁業部 T 1066 MG1-2020 第三十一幸栄丸 0.2094% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.415トン - -

005
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 気仙沼かなえ漁業株式会社 T 1067 MG1-2126 けせん丸 0.1832% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.112トン - -

006
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 気仙沼かなえ漁業株式会社 T 1070 MG1-2111 かなえ丸 0.2306% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.659トン - -

007
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 喜福水産株式会社 T 1176 MZ1-311 第五十一喜福丸 0.2716% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.132トン - -

008
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 気仙沼かなえ漁業株式会社 近海 3003 MG1-1875 第十七新栄丸 0.1844% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.908トン - 別表２

009
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 気仙沼かなえ漁業株式会社 近海 3007 MG1-2036 第十七祐喜丸 0.2293% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.644トン - -

010
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 気仙沼かなえ漁業株式会社 近海 3010 MG1-2067 第三十七金栄丸 0.2442% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.816トン - -

011
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 大喜水産有限会社 近海 3011 MG1-2070 第八十一大喜丸 0.1629% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.826トン 別表１ 別表２

012
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社戎水産 近海 3021 TO2-5072 第七十一新盛丸 0.2745% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.165トン - -

013
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社大喜漁業 近海 3022 TO2-5067 第八大喜丸 0.4402% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.076トン - -

014
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社末廣水産 近海 3023 TO2-5029 末廣丸 0.2469% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.847トン - -

015
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社勝丸 近海 3024 TO2-5021 第五十八勝丸 0.4984% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.748トン - -

016
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社ツルホウ水産 近海 3025 KO2-7106 第一鶴鳳丸 0.3260% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.059トン - 別表２

017
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社馬詰造船所 近海 3026 KO2-7065 第五十八勇仁丸 0.2577% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.972トン - 別表２

018
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社馬詰造船所 近海 3027 - 未定丸 0.4032% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - 別表２

019
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社美阿丸 近海 3029 KO2-7078 第七十八美阿丸 0.4715% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.573トン - 別表２

漁獲割当割合の有効期間



漁獲割当管理原簿（漁業法第20条関係）

くろまぐろ（大型魚）

管理番号 管理区分 管理年度
漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定
者の氏名又は名称

許可番号 漁船登録番号 船舶の名称
設定時又は直近
の漁獲割当割合

設定時又は直
近の年次漁獲
割当量

漁獲割当割合の移
転、承継、取消し又は
削減の状況

年次漁獲割当量の移
転、承継、取消し又は
控除の状況

漁獲割当割合の有効期間

020
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社美阿丸 近海 3030 KO2-6638 第三十八美阿丸 0.5321% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - 別表２

021
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社美阿丸 近海 3031 KO2-7058 第五十八美阿丸 0.7108% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 11.197トン - 別表２

022
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社土佐洋 近海 3032 KO2-7055 第七十七海援丸 0.4790% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.042トン - 別表２

023
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社輝大水産 近海 3033 KO2-7031 第三十一勝丸 0.7081% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.166トン - -

024
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社エイユウ 近海 3035 KO2-7028 第二十八栄雄丸 0.5021% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.790トン - -

025
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社豊栄水産 近海 3049 OT2-3700 第一豊栄丸 0.2398% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.765トン - -

026
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 清田　保志 近海 3051 OT2-3606 保栄丸 0.2797% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.371トン - 別表２

027
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 中嶋　綱利 近海 3054 OT2-3597 第八幸伸丸 0.6023% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.946トン - -

028
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社明栄 近海 3056 KO2-7307 第八海豪丸 0.3412% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.605トン - 別表２

029
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社橋本水産 近海 3061 MZ2-20058 栄照丸 0.5395% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.222トン - -

030
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社清漁丸 近海 3067 MZ2-20046 清漁丸 0.3511% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.049トン - -

031
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社富山幸盛丸 近海 3068 MZ2-10397 富山天照丸 0.3275% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.777トン - -

032
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社三高 近海 3089 ON2-1239 第八海皇丸 0.1480% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.706トン - -

033
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社土佐洋 近海 4004 KO2-7217 第一海援丸 0.6941% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.005トン - -

034
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 庄司　忠之 近海 4005 CB2-60278 第十五福正丸 0.5105% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.887トン - -

035
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社津野水産 近海 4009 KO2-7240 第八精寿丸 0.5704% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.578トン - -

036
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 奥村　剛 近海 4010 KO2-7257 興隆丸 0.3305% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.811トン - -

037
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 良栄水産株式会社 近海 4011 WK2-5461 第十一良栄丸 0.0000% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.000トン - 別表２

038
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 良栄水産株式会社 近海 4012 WK2-5456 良栄丸 0.1765% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.035トン - 別表２



漁獲割当管理原簿（漁業法第20条関係）

くろまぐろ（大型魚）
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039
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 東　一八 近海 4013 WK2-5453 第十一勇喜丸 0.2302% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.654トン - -

040
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 東　孝子 近海 4014 WK2-5454 第五裕幸丸 0.2274% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.622トン - -

041
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 脇　眞穂 近海 4015 WK2-5455 第十一光丸 0.2598% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.963トン - 別表２

042
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 川端　円裕 近海 4016 WK2-5566 第十一市福丸 0.6154% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.097トン - -

043
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 辰丸漁業生産組合 小型 4017 WK2-3245 辰丸 0.3416% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.939トン - -

044
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 田甫　理志 小型 4018 WK2-2751 第１５住田丸 0.4803% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.539トン - -

045
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 本庄　克巳 小型 4019 WK2-2761 第八長栄丸 - ～ - 別表１ 別表２

046
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社勝丸 小型 4020 TO2-3070 第二十八勝丸 0.2862% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.300トン - -

047
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 寺岡　卓也 小型 4021 TO2-5002 第十一桂丸 0.5252% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.057トン - -

048
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社馬詰造船所 小型 4023 KO2-7111 第八十三勇仁丸 0.4919% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.223トン - 別表２

049
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社馬詰造船所 小型 4024 KO2-6837 勇仁丸 0.3754% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.734トン - 別表２

050
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社馬詰造船所 小型 4025 KO2-7010 第二勇仁丸 0.4787% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.070トン - 別表２

051
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社馬詰造船所 小型 4026 KO2-6677 第５勇仁丸 0.5725% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.602トン - -

052
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 堀　剛由樹 小型 4028 TK2-1981 第五剛徳丸 0.9922% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 11.443トン - -

053-1
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 清水　馨 小型 4030 KO2-6238 第二十三新生丸 - ～ 2.865トン 別表１ 別表２

053-2
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社清水水産 小型 4030 KO2-6238 第二十三新生丸 0.3873% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.601トン 別表１ 別表２

054
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社馬詰造船所 小型 4031 KO2-7083 第三十八勇仁丸 0.7470% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.615トン - -

055
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社馬詰造船所 小型 4032 KO2-7032 第五十五勇仁丸 0.2727% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.245トン - 別表２

056
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社馬詰造船所 小型 4033 KO2-7030 第五十三勇仁丸 0.2096% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.967トン - 別表２
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057
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 あしな漁業株式会社 小型 4034 KN2-1876 獅 0.2974% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.429トン - -

058
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 小松　英介 小型 4035 KO2-7267 英丸 0.7191% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.293トン - -

059
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社大慶丸水産 小型 4036 ON2-1286 十八大慶丸 0.7384% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.515トン - -

060
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 馬詰　正人 小型 4037 - 未定丸 0.2953% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - 別表２

061
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 馬詰　正人 小型 4038 KO2-6601 第五十号海援丸 0.5392% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.268トン - 別表２

062
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 馬詰　良信 小型 4039 KO2-6882 第二十三鷹丸 0.3369% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.840トン - 別表２

063
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 蛭子　豊和 小型 4040 KO2-7248 蛭子丸 1.0375% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 11.965トン 別表１ 別表２

064
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 合同会社なごみ 小型 4041 KO2-6780 太正丸 0.4713% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.435トン - -

065
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 蛭子　豊和 小型 4042 - 未定丸 0.0000% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン 別表１ 別表２

066
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 海洋物産株式会社 小型 4043 KO2-6817 第五十三曙丸 0.6008% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.929トン - -

067
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 海洋物産株式会社 小型 4044 KO2-6813 第三十一若潮丸 0.6033% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.957トン - -

068
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 海洋物産株式会社 小型 4045 KO2-6818 第三十三若潮丸 0.8547% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 9.857トン - -

069
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社栄雄丸水産 小型 4047 KO2-6699 第二十一栄雄丸 0.7787% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.980トン - -

070
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社土佐洋 小型 4048 KO2-6712 第五十七海援丸 0.4038% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.858トン - 別表２

071
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社土佐洋 小型 4049 KO2-6302 第七十一海援丸 0.4958% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.293トン - 別表２

072
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社土佐洋 小型 4050 - 未定丸 0.3834% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - 別表２

073
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山崎　光則 小型 4051 KO2-7173 第十八光優丸 0.5881% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.782トン - -

074
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社金虎丸漁業神戸支店 小型 4052 HG2-5729 第八十七金虎丸 2.1143% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 14.384トン - 別表２

075
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社はしむら 小型 4053 KO2-6336 橋村照丸 0.4852% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.595トン - -
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076
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 黒原　隆盛 小型 4054 KO2-6671 隆勝丸 0.4230% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.878トン - -

077
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 竹林　和人 小型 4055 KO2-6301 さと丸 0.5401% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.228トン - -

078
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 竹林　正博 小型 4056 KO2-7243 竹林竹丸 0.8402% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 9.690トン - -

079
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 竹村　一也 小型 4057 KO2-6192 第八大鳥丸 0.3684% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.188トン - 別表２

080
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 田中　公完 小型 4058 KO2-7018 第十八誠漁丸 0.9270% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 10.886トン - -

081
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社珠奈丸水産 小型 4059 MZ2-10349 珠奈丸 0.5448% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.283トン - -

082
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 橋本　一津義 小型 4061 KO2-6060 第二十一龍生丸 0.2500% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.883トン - -

083
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 長谷川　雅康 小型 4063 KO2-6855 第五弘和丸 0.2451% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.631トン - -

084
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 代表者　株式会社大栄丸　外１名 小型 4064 MG2-5678 第二十八大栄丸 0.3397% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 13.917トン - 別表２

085
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社藤田漁業 小型 4066 KO2-6298 藤田藤丸 0.2814% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.236トン - 別表２

086
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 松島　基晴 小型 4067 KO2-6801 益丸 0.9140% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 10.541トン - -

087
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 村田　勝之利 小型 4068 KO2-6576 第十八司丸 0.4007% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.621トン - -

088
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山﨑　英樹 小型 4069 KO2-7155 山﨑達栄丸 0.7453% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.595トン - -

089
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社大黒水産 小型 4071 KO2-2317 大黒浩栄丸 0.3555% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.099トン - -

090
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 尾池　大介 小型 4072 KO2-6875 第三千龍丸 0.4237% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.886トン - -

091
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社竹中水産 小型 4073 KO2-7200 第三十七太幸丸 0.7078% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.095トン 別表１ 別表２

092
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社津野水産 小型 4074 KO2-7000 第十八精寿丸 0.6902% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.460トン - 別表２

093
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社津野水産 小型 4075 KO2-6891 第二十一精寿丸 0.7369% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.650トン - 別表２

094
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社照丸水産 小型 4076 KO2-6955 第八照丸 0.6110% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.046トン - -
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095
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社明栄 小型 4077 KO2-7233 第八海豪丸 0.4050% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - 別表２

096
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社遠近水産 小型 4078 KO2-6585 秀芳丸 0.4014% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.650トン - 別表２

097
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社遠近水産 小型 4079 KO2-6917 第一三秀芳丸 0.5667% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.353トン - 別表２

098
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社中村漁業 小型 4080 KO2-6785 第一漁祐丸 0.6120% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.058トン - -

099
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社中村漁業 小型 4081 KO2-6936 中村漁祐丸 0.4493% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.181トン - -

100
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社正実丸 小型 4082 KO2-6933 正実丸 0.3225% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - 別表２

101
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社三高 小型 4083 ON2-1268 第五十一いろは丸 0.3994% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.606トン - -

102
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 由本　敏光 小型 4084 KO2-7228 第八十八一栄丸 0.4522% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.215トン - -

103
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社田中fisheries 小型 4085 KO2-6273 太幸丸 0.4823% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.562トン - -

104
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社土佐洋 小型 4086 KO2-6072 金漁丸 0.4807% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - 別表２

105
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 本庄　克巳 小型 4087 CB2-70387 第十五盛幸丸 1.3951% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 16.089トン 別表１ 別表２

106
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 石田　省吾 小型 4088 OT2-3535 第八まつ丸 0.5237% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.933トン - 別表２

107
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 司　兼安 小型 4089 OT2-3381 第一雄星丸 0.4814% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.551トン - -

108
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 西田　壽之 小型 4090 OT2-3366 寿利丸 0.4596% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.057トン - 別表２

109
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 大橋　鉄也 小型 4092 MZ2-10030 漁安丸 0.4161% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.798トン - -

110
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社国丸水産 小型 4093 MZ2-10096 第八国丸 0.2229% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.570トン - -

111
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社第八浩丸 小型 4094 MZ2-10374 第八浩丸 0.3285% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.788トン - -

112
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社ゆうえい丸 小型 4096 MZ2-10026 勇栄丸 0.2882% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.323トン - -

113
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 木津　健治 小型 4097 MZ2-10009 健洋丸 0.3661% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.222トン - -
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114
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 合同会社幾伸丸 小型 4099 MZ2-10210 幾伸丸 0.3654% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.214トン - -

115
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 合同会社一洋丸 小型 4100 MZ2-10206 一洋丸 0.3307% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.813トン - -

116
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社仁庄水産 小型 4101 MZ2-20075 第八大黒丸 0.5863% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.761トン - -

117
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社仁庄水産 小型 4102 MZ2-20063 六十八号仁庄丸 0.8257% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 9.522トン - -

118
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社生洋丸 小型 4103 MZ2-20012 生洋丸 0.6541% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.543トン - -

119
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社大勇水産 小型 4104 MZ2-10372 大勇丸 0.6973% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.041トン - -

120
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社ナオキ水産 小型 4105 MZ2-20050 直喜丸 0.3390% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.909トン - -

121
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社誠喜丸 小型 4106 MZ2-20027 誠喜丸 0.3481% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.014トン - -

122
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社吉戎丸 小型 4107 MZ2-10352 吉戎丸 0.3145% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.627トン - -

123
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社大眞 小型 4108 MZ2-10421 豪栄丸 0.2720% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.136トン - -

124
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 合同会社真福丸水産 小型 4110 MZ2-20031 真福丸 0.6290% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.254トン - -

125
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 黒木　光孝 小型 4111 MZ2-10059 第八光栄丸 0.2933% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.382トン - -

126
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 黒木　秋雄 小型 4112 MZ2-20029 七福神丸 0.4816% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.554トン - -

127
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社とべしま丸水産 小型 4113 MZ2-10410 第十とべしま丸 0.3122% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.807トン - 別表２

128
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社とべしま丸水産 小型 4114 MZ2-10073 第十八とべしま丸 0.5036% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 9.320トン - 別表２

129
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 是澤　孝之 小型 4115 MZ2-10082 第二十三孝勝丸 0.1978% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.281トン - -

130
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社大山水産 小型 4116 MZ2-3202 二十八号幸栄丸 0.2753% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.175トン - -

131
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 中村　治武 小型 4117 MZ2-20006 福聚海丸 0.4584% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.286トン - -

132
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 平坂　利幸 小型 4118 MZ2-3191 十八興徳丸 0.2020% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.329トン - -
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133
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社佐藤水産　 小型 4120 MZ2-20028 子宝丸 0.5526% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.373トン - -

134
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社土佐洋 小型 4121 KO2-7277 第八十八海援丸 0.5704% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.843トン - 別表２

135
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社ハンエイ 小型 4122 MZ2-30136 第三十六号繁栄丸 0.5175% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.900トン - 別表２

136
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社ハンエイ 小型 4123 MZ2-30137 第五十八号繁栄丸 0.6115% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.899トン - 別表２

137
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社ハンエイ 小型 4124 MZ2-30118 第一八八号繁栄丸 0.7941% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 9.158トン - -

138
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社勝水産 小型 4125 MZ2-3232 第二十二勝徳丸 1.0335% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 11.919トン - -

139
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社一政水産 小型 4127 MZ2-3196 第十八金比羅丸 0.3617% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.171トン - -

140
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社栄幸丸 小型 4128 MZ2-10088 栄幸丸 0.6749% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.783トン - -

141
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社海伸丸 小型 4129 MZ2-20039 第一海伸丸 1.0325% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 11.907トン - -

142
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社吉栄丸 小型 4130 MZ2-10362 吉栄丸 0.3017% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.479トン - -

143
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社久保﨑水産 小型 4131 MZ2-3220 第十一長久丸 0.3172% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.658トン - -

144
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社三高 小型 4132 ON2-1345 第三十八海援丸 0.4148% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.783トン - -

145
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 脇本　治 小型 4133 KO2-7232 第三十六大鳥丸 0.2939% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.449トン - 別表２

146
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社漁雄水産 小型 4134 MZ2-20016 第十八漁雄丸 0.6362% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.337トン - -

147
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社御鉾丸水産 小型 4135 MZ2-10041 御鉾丸 0.2084% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.403トン - -

148
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社児玉水産 小型 4137 MZ2-3229 第八恭伸丸 0.3671% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.233トン - -

149
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社勝福水産　 小型 4139 MZ2-20078 第一凌勝丸 0.4887% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.636トン - -

150
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社慎洋丸 小型 4140 MZ2-10578 第八慎洋丸 0.3871% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.325トン - 別表２

151
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社束元壽水産 小型 4141 MZ2-30125 第十一寿丸 0.5364% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.186トン - -



漁獲割当管理原簿（漁業法第20条関係）

くろまぐろ（大型魚）

管理番号 管理区分 管理年度
漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定
者の氏名又は名称

許可番号 漁船登録番号 船舶の名称
設定時又は直近
の漁獲割当割合

設定時又は直
近の年次漁獲
割当量

漁獲割当割合の移
転、承継、取消し又は
削減の状況

年次漁獲割当量の移
転、承継、取消し又は
控除の状況

漁獲割当割合の有効期間

152
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 河上水産有限会社 小型 4142 MZ2-30077 清栄丸 0.3358% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.872トン - -

153
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社仁和 小型 4143 MZ2-10583 第八長久丸 0.3554% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.098トン - -

154
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社長福水産 小型 4144 MZ2-20036 第三十五長福丸 0.5151% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.940トン - -

155
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社辻水産 小型 4145 MZ2-30108 第三幸漁丸 0.4283% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.939トン - -

156
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社日の出丸 小型 4146 MZ2-13358 日の出丸 0.6918% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.978トン - -

157
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社俵水産 小型 4147 MZ2-20080 光宝丸 0.4162% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.800トン - -

158
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社俵水産 小型 4148 MZ2-20052 五十八光宝丸 0.6558% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.563トン - -

159
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社富丸水産 小型 4149 MZ2-10345 第三十八富丸 0.6549% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.552トン - -

160
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社富丸水産 小型 4150 MZ2-10364 第五十八富丸 0.7799% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.994トン - -

161
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社富山幸盛丸 小型 4151 MZ2-10555 富山幸盛丸 0.4215% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.861トン - -

162
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社平原水産 小型 4152 MZ2-30111 第十三千代丸 0.6529% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.529トン - -

163-1
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社宝進丸 小型 4153 MZ2-20007 第十五寶進丸 - ～ - 別表１ 別表２

163-2
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社ハンエイ 小型 4153 MZ2-20007 第八十八号繁栄丸 0.3350% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.863トン 別表１ 別表２

164
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社本堂水産 小型 4154 MZ2-30130 第一竣洋丸 0.6526% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.481トン - 別表２

165
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社本堂水産 小型 4155 MZ2-30110 第八竣洋丸 0.6631% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.647トン - -

166
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社龍喜水産 小型 4156 MZ2-20037 龍喜丸 0.8292% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 9.563トン - -

167-1
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社廣栄水産 小型 4157 MZ2-10109 海晴洋丸 - ～ - 別表１ 別表２

167-2
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 海晴洋丸株式会社 小型 4157 MZ2-10109 海晴洋丸 0.4297% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.955トン 別表１ 別表２

168
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 合同会社シンエイ水産 小型 4159 MZ2-30046 新栄丸 0.3346% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.858トン - -



漁獲割当管理原簿（漁業法第20条関係）

くろまぐろ（大型魚）

管理番号 管理区分 管理年度
漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定
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の漁獲割当割合

設定時又は直
近の年次漁獲
割当量

漁獲割当割合の移
転、承継、取消し又は
削減の状況

年次漁獲割当量の移
転、承継、取消し又は
控除の状況

漁獲割当割合の有効期間

169
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山本　進一 小型 4161 KG2-2237 第２８八千代丸 0.4755% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.483トン - -

170
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山本　進一 小型 4162 KG2-2202 八千代丸 0.3253% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.751トン - -

171
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山本　進一 小型 4163 KG2-2227 第十八八千代丸 0.3946% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.550トン - -

172
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 仲村　知 小型 4164 ON2-1222 二十一号八朝丸 0.7046% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 8.253トン - -

173
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山口　良昭 小型 4165 ON2-1131 第五十八綾丸 0.3577% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.125トン - -

174
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 代表者　比嘉　隆　外１名 小型 4166 ON2-0375 第三十七良照丸 0.0000% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - -

175
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社とべしま丸水産 小型 4168 MZ2-10531 第十五とべしま丸 0.2614% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.014トン - 別表２

176
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社三高 小型 4169 ON2-1158 第三十三海援丸 0.3107% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.583トン - -

177
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社得将丸水産 小型 4170 ON2-1235 第三十七得将丸 1.4594% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 16.831トン - -

178
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 有限会社大黒丸水産 小型 4171 MZ2-20089 仁庄丸 0.4066% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.689トン - -

179
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社漁優水産 小型 4172 ON2-1273 第八漁優丸 0.6894% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.950トン - -

180
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社漁優水産 小型 4173 ON2-1077 第八十八栄優丸 0.4664% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 5.378トン - -

181
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 直丸水産合同会社 小型 4176 ON2-1213 第五十一直丸 0.1997% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.303トン - -

182
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社三高 小型 4178 ON2-1322 第七十一いろは丸 0.3457% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 3.986トン - -

183
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社三高 小型 4179 ON2-1246 第十一海皇丸 0.1977% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.280トン - -

184
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 国吉　真彦 小型 4180 ON2-1085 第三十八国真丸 0.6277% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 7.239トン - -

185
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 伊礼　かおる 小型 4182 ON2-0887 第一成吉丸 0.2233% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.575トン - -

186
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社得将丸水産 小型 4183 ON2-0913 第三十二得将丸 0.6869% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 16.061トン - 別表２

187
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社得将丸水産 小型 4184 ON2-0984 第三十三得将丸 1.9024% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 21.940トン - -



漁獲割当管理原簿（漁業法第20条関係）

くろまぐろ（大型魚）
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188
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 大城　力 小型 4185 ON2-0869 第二十一全力丸 1.0579% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 12.200トン - -

189
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山内　啓邦 小型 4186 ON2-0736 奈々絵丸 0.6084% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 6.999トン - 別表２

190
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 代表者　山城　集　外１名 小型 4187 ON2-0430 第一あおい丸 1.0719% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 12.362トン - -

191
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 代表者　山城　弘也　外１名 小型 4188 ON2-0665 第一弘奈丸 1.1115% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 12.691トン - 別紙２

192
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 翔洋水産株式会社 小型 4189 ON2-0988 第八勝輝丸 0.0000% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - -

193
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 下里　渉 小型 4190 ON2-0387 第五裕盛丸 0.1599% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.844トン - -

194
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 我如古　清 小型 4192 ON2-1354 第三十三とも丸 0.2293% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.644トン - -

195
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 儀間　聡 小型 4196 ON2-0251 第十八南開丸 0.2169% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.501トン - -

196
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 金城　和彦 小型 4197 ON2-0691 ひろ丸 0.1953% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.252トン - -

197
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 翔洋水産株式会社 小型 4200 ON2-1290 第三十一勝輝丸 0.2488% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.869トン - -

198
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山口　晴樹 小型 4201 ON2-0747 第十八綾丸 0.0000% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン - -

199
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山城　千典 小型 4202 ON2-1140 第三千代丸 0.2435% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.808トン - -

200
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 松田　哲行 小型 4203 ON2-0289 第八松一丸 0.1982% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.285トン - -

201
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 山田　有次 小型 4204 ON2-1245 第三十八有宝丸 0.1560% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.799トン - -

202
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 新沼　涼 小型 4205 ON2-1080 第八海邦丸 1.0504% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 12.114トン - -

203
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 西銘　勇峯 小型 4207 ON2-0462 希栄丸 0.8807% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 10.157トン - -

204
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 前川　方金 小型 4210 ON2-0463 第三金盛丸 0.1500% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.729トン - -

205-1
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 前泊　勝彦 小型 4211 ON2-0479 第二十一仁島丸 - ～ - 別表１ 別表２

205-2
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 合同会社わだつみ 小型 4211 ON2-0479 第二十一仁島丸 0.2081% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.400トン 別表１ 別表２
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206
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 大城　照貞 小型 4213 ON2-0278 和佳丸 0.3863% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 4.455トン - -

207
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 長嶺　美枝子 小型 4215 ON2-0421 第三みえ丸 0.1465% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.689トン - -

208
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 比嘉　敏夫 小型 4219 ON2-0338 第二十一得豊丸 0.1746% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.013トン - -

209
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 末松　秀信 小型 4221 ON2-0543 第八末丸 0.8116% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 9.292トン - 別表２

210
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 満名　敏之 小型 4222 ON2-0433 第三十八満栄丸 0.1637% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 1.887トン - -

211-1
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社得将丸水産 小型 4224 ON2-0406 第三十八得将丸 - 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 0.000トン 別表１ 別表２

211-2
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 株式会社得将丸水産 小型 4224 - 未定丸 0.7058% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 - 別表１ -

212
くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐ
ろ漁業（漁獲割当てによる管理
を行う管理区分）

令和８管理年度 與那嶺　英誠 小型 4225 ON2-1163 翔英丸 0.1943% 令和8年1月1日 ～ 令和10年12月31日 2.240トン - -



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十一大喜丸（011）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.2037%
資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示1982号）別紙２－２第５の３（２）④ウ
ただし書きの規定に基づく設定。

令和7年12月12日 削減 0.2037% 0.1629% 漁業法第29条第１項の規定に基づく削減



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八長栄丸（045）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.2740%

令和8年2月20日 移転 0.2740% 0.0000% 第十五盛幸丸(105)への移転

令和8年4月24日 取消し 0.0000% - 漁業法第23条第2項第1号の規定に基づく取消し



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十三新生丸（053-1）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.3873%

令和8年1月21日 移転 0.3873% - 第二十三新生丸(053-2)への移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十三新生丸（053-2）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和8年1月21日 移転 - 0.3873% 第二十三新生丸(053-1)からの移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：蛭子丸（063）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.6161%

令和8年1月9日 移転 0.6161% 1.0375% 未定丸(065)からの移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：未定丸（065）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.4214%

令和8年1月9日 移転 0.4214% 0.0000% 蛭子丸(063)への移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第三十七太幸丸（091）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.8848%

令和7年12月12日 削減 0.8848% 0.7078% 漁業法第29条第１項の規定に基づく削減



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十五盛幸丸（105）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 1.1211%

令和8年2月20日 移転 1.1211% 1.3951% 第八長栄丸(045)からの移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十五寶進丸（163-1）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.3350%

令和8年5月7日 移転 0.3350% - 第十五寶進丸(163-2)への移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十八号繁栄丸（163-2）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和8年5月7日 移転 - 0.3350% 第十五寶進丸(163-1)からの移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：海晴洋丸（167-1）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.4297%

令和8年2月3日 移転 0.4297% - 海晴洋丸(167-2)への移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：海晴洋丸（167-2）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和8年2月3日 移転 - 0.4297% 海晴洋丸(167-1)からの移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十一仁島丸（205-1）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.2081%

令和8年1月29日 移転 0.2081% - 第二十一仁島丸(205-2)への移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十一仁島丸（205-2）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和8年1月29日 移転 - 0.2081% 第二十一仁島丸(205-1)からの移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第三十八得将丸（211-1）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.7058%

令和8年6月25日 移転 0.7058% - 未定丸(211-2)への移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：未定丸（211-2）

設定、移転、承継、取消し
又は削減の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
削減

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減前）

漁獲割当割合
（移転、承継又は削

減後）
移転、承継、取消し又は削減の原因

令和8年6月25日 移転 - 0.7058% 第三十八得将丸(211-1)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：はやま丸（001）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 2.263トン

令和7年12月12日 控除 2.263トン 2.214トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十七新栄丸（008）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 2.126トン

令和7年12月12日 控除 2.126トン 1.908トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十一大喜丸（011）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 1.878トン

令和7年12月12日 控除 1.878トン 1.826トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第一鶴鳳丸（016）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.759トン

令和8年1月9日 移転 3.759トン 6.059トン 金漁丸(104)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十八勇仁丸（017）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 2.972トン

令和8年1月9日 移転 2.972トン 4.972トン 未定丸(018)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：未定丸（018）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.650トン

令和8年1月9日 移転 4.650トン 0.000トン
第五十八勇仁丸(017)へ2.000トン、第八十三勇仁丸(048)へ0.550トン、第二勇仁丸
(050)へ0.550トン、第五十三勇仁丸(056)へ1.550トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第七十八美阿丸（019）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 5.437トン

令和8年6月1日 移転 5.437トン 8.573トン 第三十八美阿丸(020)から3.136トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第三十八美阿丸（020）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 6.136トン

令和8年6月1日 移転 6.136トン 0.000トン 第七十八美阿丸(019)へ3.136トン、第五十八美阿丸(021)へ3.000トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十八美阿丸（021）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 8.197トン

令和8年6月1日 移転 8.197トン 11.197トン 第三十八美阿丸(020)から3.000トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第七十七海援丸（022）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 5.524トン

令和8年1月9日 移転 5.524トン 7.042トン 金漁丸(104)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：保栄丸（026）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.225トン

令和8年5月18日 移転 3.225トン 3.371トン 第八まつ丸（106）、寿利丸（108）からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八海豪丸（028）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.935トン

令和7年12月24日 移転 3.935トン 8.605トン 第八海豪丸(095)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十一良栄丸（037）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 0.000トン

令和8年1月15日 移転 0.000トン 1.000トン 良栄丸(038)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：良栄丸（038）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 2.035トン

令和8年1月15日 移転 2.035トン 1.035トン 第十一良栄丸(037)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十一光丸（041）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 2.996トン

令和7年12月12日 控除 2.996トン 2.963トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八長栄丸（045）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.160トン

令和8年2月20日 移転 3.160トン 0.000トン 第十五盛幸丸(105)への移転

令和8年4月24日 取消し 0.000トン - 漁業法第23条第2項第1号の規定に基づく取消し



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十三勇仁丸（048）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 5.673トン

令和8年1月9日 移転 5.673トン 6.223トン 未定丸(018)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：勇仁丸（049）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.329トン

令和8年1月9日 移転 4.329トン 5.734トン 未定丸(060)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二勇仁丸（050）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 5.520トン

令和8年1月9日 移転 5.520トン 6.070トン 未定丸(018)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十三新生丸（053-1）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.466トン

令和8年1月21日 移転 4.466トン 2.865トン 第二十三新生丸(053-2)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十三新生丸（053-2）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和8年1月21日 移転 - 1.601トン 第二十三新生丸(053-1)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十五勇仁丸（055）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.145トン

令和8年1月9日 移転 3.145トン 5.145トン 未定丸(060)からの移転

令和8年5月18日 移転 5.145トン 4.245トン 第五十号海援丸（061）への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十三勇仁丸（056）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 2.417トン

令和8年1月9日 移転 2.417トン 3.967トン 未定丸(018)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：未定丸（060）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.405トン

令和8年1月9日 移転 3.405トン 0.000トン 勇仁丸(049)へ1.405トン、第五十五勇仁丸(055)へ2.000トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十号海援丸（061）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 6.218トン

令和8年1月9日 移転 6.218トン 7.368トン 金漁丸(104)からの移転

令和8年5月18日 移転 7.368トン 8.268トン 第五十五勇仁丸（055）からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十三鷹丸（062）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.885トン

令和8年1月9日 移転 3.885トン 5.840トン 未定丸(072)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：蛭子丸（063）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 7.105トン

令和8年1月9日 移転 7.105トン 11.965トン 未定丸(065)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：未定丸（065）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.860トン

令和8年1月9日 移転 4.860トン 0.000トン 蛭子丸(063)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十七海援丸（070）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.657トン

令和8年1月9日 移転 4.657トン 5.858トン 未定丸(072)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第七十一海援丸（071）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 5.718トン

令和8年1月9日 移転 5.718トン 6.293トン 金漁丸(104)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：未定丸（072）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.421トン

令和8年1月9日 移転 4.421トン 0.000トン
第二十三鷹丸(062)へ1.955トン、第五十七海援丸(070)へ1.201トン、第八十八海援
丸(134)へ1.265トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十七金虎丸（074）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 24.384トン

令和8年1月21日 移転 24.384トン 14.384トン 第二十八大栄丸(084)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八大鳥丸（079）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.248トン

令和8年1月21日 移転 4.248トン 6.248トン 第三十六大鳥丸(145)からの移転

令和8年2月9日 移転 6.248トン 7.637トン 第三十六大鳥丸(145)からの移転

令和8年3月25日 移転 7.637トン 7.188トン 第三十六大鳥丸(145)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十八誠漁丸（080）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 10.691トン

令和8年6月25日 移転 10.691トン 10.886トン 第五弘和丸(083)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五弘和丸（083）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 2.826トン

令和8年6月25日 移転 2.826トン 2.631トン 第十八誠漁丸(080)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十八大栄丸（084）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.917トン

令和8年1月21日 移転 3.917トン 13.917トン 第八十七金虎丸(074)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：藤田藤丸（085）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.245トン

令和7年12月12日 控除 3.245トン 3.236トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第三十七太幸丸（091）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 8.163トン

令和7年12月12日 控除 8.163トン 8.095トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十八精寿丸（092）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 7.960トン

令和8年3月18日 移転 7.960トン 7.460トン 第二十一精寿丸(093)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十一精寿丸（093）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 8.498トン

令和7年12月12日 控除 8.498トン 7.150トン 漁業法第28条の規定に基づく控除

令和8年3月18日 移転 7.150トン 7.650トン 第十八精寿丸(092)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八海豪丸（095）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.670トン

令和7年12月24日 移転 4.670トン 0.000トン 第八海豪丸(028)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：秀芳丸（096）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.629トン

令和7年12月12日 控除 4.629トン 4.468トン 漁業法第28条の規定に基づく控除

令和8年1月9日 移転 4.468トン 5.501トン 第一三秀芳丸(097)からの移転

令和8年5月26日 移転 5.501トン 5.650トン 第一三秀芳丸(097)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第一三秀芳丸（097）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 6.535トン

令和8年1月9日 移転 6.535トン 5.502トン 秀芳丸(096)への移転

令和8年5月26日 移転 5.502トン 5.353トン 秀芳丸(096)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：正実丸（100）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.719トン

令和8年4月15日 移転 3.719トン 0.000トン 第十八とべしま丸(128)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：金漁丸（104）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 5.543トン

令和8年1月9日 移転 5.543トン 0.000トン
第一鶴鳳丸(016)へ2.300トン、第七十七海援丸(022)へ1.518トン、第五十号海援丸
(061)へ1.150トン、第七十一海援丸(071)へ0.575トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十五盛幸丸（105）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 12.929トン

令和8年2月20日 移転 12.929トン 16.089トン 第八長栄丸(045)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八まつ丸（106）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 6.039トン

令和8年5月18日 移転 6.039トン 5.933トン 保栄丸(026)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：寿利丸（108）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 5.300トン

令和7年12月12日 控除 5.300トン 5.097トン 漁業法第28条の規定に基づく控除

令和8年5月18日 移転 5.097トン 5.057トン 保栄丸(026)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十とべしま丸（127）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.600トン

令和8年3月16日 移転 3.600トン 0.607トン 第十八とべしま丸(128)への移転

令和8年5月18日 移転 0.607トン 1.807トン 第十八とべしま丸(128)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十八とべしま丸（128）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 5.808トン

令和8年3月16日 移転 5.808トン 8.801トン 第十とべしま丸(127)からの移転

令和8年4月15日 移転 8.801トン 12.520トン 正実丸（100）からの移転

令和8年5月18日 移転 12.520トン 9.320トン 第十とべしま丸(127)へ1.200トン、第十五とべしま丸(175)へ2.000トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十八海援丸（134）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 6.578トン

令和8年1月9日 移転 6.578トン 7.843トン 未定丸(072)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第三十六号繁栄丸（135）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 5.968トン

令和7年12月12日 控除 5.968トン 5.900トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十八号繁栄丸（136）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 7.052トン

令和7年12月12日 控除 7.052トン 6.899トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第三十六大鳥丸（145）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.389トン

令和8年1月21日 移転 3.389トン 1.389トン 第八大鳥丸(079)への移転

令和8年2月9日 移転 1.389トン 0.000トン 第八大鳥丸(079)への移転

令和8年3月25日 移転 0.000トン 0.449トン 第八大鳥丸(079)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八慎洋丸（150）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.464トン

令和7年12月12日 控除 4.464トン 4.325トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十五寶進丸（163-1）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.863トン

令和8年5月7日 移転 3.863トン - 第十五寶進丸(163-2)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十八号繁栄丸（163-2）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和8年5月7日 移転 - 3.863トン 第十五寶進丸(163-1)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第一竣洋丸（164）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 7.526トン

令和7年12月12日 控除 7.526トン 7.481トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：海晴洋丸（167-1）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 4.955トン

令和8年2月3日 移転 4.955トン - 海晴洋丸(167-2)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：海晴洋丸（167-2）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和8年2月3日 移転 - 4.955トン 海晴洋丸(167-1)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：二十一号八朝丸（172）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 8.126トン

令和8年6月1日 移転 8.126トン 8.253トン 第一弘奈丸(191)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十五とべしま丸（175）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 3.014トン

令和8年5月18日 移転 3.014トン 5.014トン 第十八とべしま丸(128)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第三十二得将丸（186）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 7.922トン

令和8年1月21日 移転 7.922トン 16.061トン 第三十八得将丸(211-1)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：奈々絵丸（189）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 7.016トン

令和7年12月12日 控除 7.016トン 6.999トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第一弘奈丸（191）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 12.818トン

令和8年6月1日 移転 12.818トン 12.691トン 二十一号八朝丸(172)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十一仁島丸（205-1）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 2.400トン

令和8年1月29日 移転 2.400トン - 第二十一仁島丸(205-2)への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十一仁島丸（205-2）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和8年1月29日 移転 - 2.400トン 第二十一仁島丸(205-1)からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八末丸（209）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 9.360トン

令和7年12月12日 控除 9.360トン 9.292トン 漁業法第28条の規定に基づく控除



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）

＜くろまぐろ（大型魚）＞：第三十八得将丸（211-1）

設定、移転、承継、取消し
又は控除の年月日

設定、移転、承
継、取消し又は
控除

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除前）

年次漁獲割当量
（移転、承継又は控

除後）
移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年12月12日 設定 - 8.139トン

令和8年1月21日 移転 8.139トン 0.000トン 第三十二得将丸(186)への移転


